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第３章 高齢介護課                 

１ 在宅福祉サービス  

 

（１） 概   要  

人口の 高齢化 の進 展に 伴い、 ねたき りや 認知 症等に より介 護を 必要 とする 方、さ ら

に、核 家族化 の進 展等 により 、ひと り暮 らし や高齢 者のみ の世 帯が 増加し ていま す。  

こうし た状況 の中 、在 宅の高 齢者が 自立 し、 安心し た生活 を送 るた め、高 齢者等 の

自立生 活支援 事業 や食 の自立 支援事 業、さ ら に家族 介護者 の介 護負 担軽減 を図る ため、

家族介 護慰労 事業 等の 在宅福 祉サー ビス 事業 を行っ ていま す。 

 

  ア ひとり暮らし高齢者及び在宅要援護高齢者台帳への登録 

     在 宅の ひと り暮ら し高齢 者や 要援 護高齢 者（ね たき りや 認知症 高齢者 ）を 適切

に 把 握 し 、 緊 急 時 の 速 や か な 対 応 や 福 祉 サ ー ビ ス を 効 果 的 に 提 供 す る た め 、「 ひ

とり暮 らし高 齢者 台帳 」及び 「在宅 要援 護高 齢者台 帳」に 登録 をし ていた だいて

います 。 

                                                    （ 各 年３月 31 日 現在） 

年 
区分 

H19 H20 H21 H22 H23 

65 歳以 上の 人口 

（高齢 化率 ％） 

34,215 

(20.5) 

35,107 

(21.0) 

35,958 

(21.7) 

36,675 

(22.3) 

36,827 

(22.4) 

ひとり 暮らし 高齢 者 2,431 2,495 2,525 2,565 2,688 

在宅要 援護高 齢者 1,360 1,472 1,577 1,721 1,928 

 

（２） 在宅福祉サービス 

ア 高齢者バス通院助成事業 

     市 内の 医療 機関に 路線バ スで 通院 する高 齢者の 日常 生活 の便宜 及び経 済的 負担

を軽減 するた めに 利用 額の一 部を助 成し ます 。 

      対象者 

70 歳以 上で 、運 転免 許 証を持 ってい ない 、ま たは運 転免許 証を 持っ ている が

運転で きない 方で 、市 内の医 療機関 に通 院す るため 、回数 券で 路線 バスを 利用

した方 。 

     サービスの内容 

      利用 額の 半額(週 １回 が限度 ） 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 

 



93 

イ 高齢者自立生活支援事業 

  （ア） 生活支援サービス事業 

日常生 活面で 完全 に自 立した 生活を 送る こと が困難 な方等 が、 要支 援・要 介

護状態 となら ない よう 生活を 支援し ます 。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者等 で 、介護 保険制 度の要 支援・要 介護認 定で

「非該 当（ 自立）」と 判 定され た方等 のう ち、基本的 生活習 慣 等 に不 安があ り、

日常生 活にお いて 完全 に自立 した生 活を 送る ことが 難しい 方。 

サービスの内容 

週２回(１回 1.5 時 間 程度)を 限度 に、ホ ー ムヘル パーを 派遣 し、 基本的 生活

習 慣 の 改 善 や 家 事 等 の 支 援 ・ 指 導 を 行 い ま す 。（ 掃 除 、 洗 濯 、 買 物 、 食 事 作 り

等にお ける自 立の ため の支援 ） 

利用者負担 

１回 420 円 （生 活保 護世帯 は無料 ） 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

  （イ） 自立生活促進事業 

ひとり 暮らし 高齢 者へ の定期 的な訪 問活 動を 行い、 日常生 活の 不安 、生活 問

題を事 前に把 握し 対応 するこ とによ り自 立生 活を促 進させ ます 。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者台 帳へ 登録 してい る方 

ただし、「愛 の一声 運 動事業」、「食 の自 立支 援事業 （配食 サー ビス 事業）」 の

サービ スを受 けて いる 方を除 く。 

サービスの内容 

月１回 ホーム ヘル パー を派遣 

利用者負担 

無料 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

事業実施状況 

年度 
区分 H18 H19 H20 H21 H22 

生活支 援サー ビス 事業 
実利用 者数 18 18 15 16 14 

延利用 回数 676 664 657 565 669 

自立生 活促進 事業 延利用 回数 13,736 14,075 14,364 14,885 15,089 

※自立 生活促 進事 業 H18.12 から 墨俣地 域 開始 

           H19. 4 か ら上石 津 地域開 始 
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ウ 軽度生活援助事業 

軽易な 日常生 活上 の援 助を行 うこと によ り、 在宅の ひとり 暮ら し高 齢者等 の自

立した 生活の 継続 を可 能にす るとと もに 、要 支援・ 要介護 状態 への 進行を 予防し

ます。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者等 で、虚 弱 等の理 由で日 常生 活上 の援助 が必

要な方 。 

サービスの内容（ 介護 保険制 度の介 護保 険サ ービス 該当分 を除 く）  

・ 外出時 等の援 助 

・ 食材等 の買物 （調 理を 除く） 

・ 家周り の雑草 除去 

・ 家屋内 の整理 ･整頓 

・ 住民票 等の宅 配 

委託先 

社団法 人 大 垣地 域シ ルバー 人材セ ンタ ー 

サービスの決定 

高 齢 介 護 課 職 員 と 大 垣 地 域 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 職 員 が 面 接 し 決 定 し ま す 。

サービ スの内 容に より 、利用 回数・ 時間 等に 制限が ありま す。 

利用者負担 

・ 200 円(１人 ・１時 間) 

・ 材料費 等の実 費 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 22 24 24 25 28 

延利用 回数 76 74 124 145 209 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

エ 生活管理指導短期宿泊事業 

基本的 生活習 慣等 の社 会適応 力に不 安が ある 方を、 施設で 高齢 者が 短期間 入所

するこ とによ り、 日常 生活に 対する 指導 ・支 援を行 うとと もに 、体 調調整 を図る

ことに より、 要支 援・ 要介護 状態へ の進 行を 予防し ます。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者等 で 、介護 保険制 度の要 支援・要 介護認 定で

「 非 該 当 （ 自 立 ）」 ま た は 「 要 支 援 」 と 判 定 さ れ た 方 の う ち 、 基 本 的 生 活 習 慣

等の社 会適応 力に 不安 がある 方。 

利用施設 

大垣市 養老華 園 （ 別表 Ｐ.247） 

利用期間 

原則と して １ か月 に７ 日以内 
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利用者負担 

・ １ 日 381 円 （生 活保護 世帯は 無料 ） 

・ 食 事代 １ 日 893 円 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 3 8 2 3 7 

延利用 日数 33 101 23 27 67 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 

オ 食の自立支援事業（配食サービス事業） 

心身の 障がい や疾 病等 により 調理を する こと が困難 な方に 対し 、食 事をお 届け

するこ とによ り、 健康 の維持 と自立 生活 の促 進を図 ります 。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らしや 高齢者 のみ の世 帯の方 等で、心身 の 障 がいや 疾病

等によ り調理 をす るこ とが困 難な方 。 

ただし、「自 立生活 促 進事業」、「愛 の一 声運 動事業 」のサ ービ スを 受けて い

る方を 除く。 

サービスの内容 

高齢者 食の献 立、 調理 、配送 、安否 確認 等 

サービスの決定 

高齢介 護課職 員が 面接 し決定 

食事の配送 

１日２ 食(昼 ・夕）  ※１ 月１日 を除 く毎 日 

利用者負担 

１食 350 円 

事業実施状況  

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 390 445 475 539 547 

延配食 数 98,221 108,739 124,270 130,766 123,052 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483・377） 

カ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

心身の 障が い等 により 、寝具 類の 衛生管 理が 困難な 方に 、洗濯 及び 乾燥消 毒サ

ービス を行い ます 。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者等 で、心 身 の障が い等に より 寝具 の衛生 管理

が困難 な方。 
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実施回数 

年２回 

利用者負担 

１回 600 円(生活 保 護世帯 は無料 ） 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 18 18 23 21 18 

延利用 回数 38 33 43 34 28 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

キ 家族介護慰労事業 

65 歳以 上の ねたき り または 認知症 の高 齢者 を介護 してい る介 護者 に、介護 負担

を 軽 減 し 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的 に 、 要 支 援 ・ 要 介 護 度 に 応 じ 次 の 「（ ア ）

介護用 品等給 付」、「（ イ）介護 手当 支給」を 行いま す。（ 特別障 害 者手当 の受給 者、

入院ま たは入 所中 の方 の介護 者は除 きま す。） 

  （ア） 介護用品等給付 

対象者 

在宅要 援護高 齢者 台帳 への登 録をさ れた 方の うち、 介護保 険制 度の 要支援 ・

要介護 認定に おい て ｢要支援 １・２ また は要 介護１ ～３｣に認定 さ れた方 を在宅

で介護 してい る介 護者 。 

給付品目 

希望に より次 の １ ～６ の 中か らいず れか １つ 選択で きます 。 

番号 品目 備考 

１ 紙おむ つ（パ ンツ タイ プ） １人当 たり １回  60 枚程 度 

２ 紙おむ つ（フ ラッ トタ イプ） １人当 たり １回 240 枚程 度 

３ 紙おむ つ（パ ッド タイ プ） １人当 たり １回 380 枚程 度 

４ リハビ リパン ツ １人当 たり １回 ２ 枚 

５ 短期入 所利用 券 １人当 たり 年間 ３ 日分 

６ 徘徊高 齢者家 族支 援機 器 年間利 用料 30,000 円 を限度 に給付 

※ １ ～４は 、原 則と して偶 数月に ご自 宅へ 配送し ます。 

※ ５ は、年 １回(４ 月)自宅 に郵 送しま す 。 

※ ６ は、申 請に 応じ て給付 します 。 

必要書類 

大垣市 家族介 護慰 労事 業申請 書 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 
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  （イ） 介護手当支給 

対象者 

在宅要 援護高 齢者 台帳 への登 録をさ れた 方の うち、 介護保 険制 度の 要支援 ・

要介護 認定に おい て｢要介護 ４・５ ｣に認 定 された 方を在 宅で 介護 してい る介護

者。 

介護手当 

申請月 から対 象 

・ 年 間 100,000 円（ 上・下 期 各 50,000 円） 

・ 各 期途中 から の給 付の場 合は、 月額 8,300 円 

必要書類 

大垣市 家族介 護慰 労事 業申請 書 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 

事業実施状況                      （単 位：人 ）  

年度 
区分 H18 H19 H20 H21 H22 

 

紙おむ つ類 675 818 859 966 1,146 

短期入 所利用 券 13 11 12 16 15 

徘徊高 齢者家 族支 援機 器 16 16 10 11 11 

計 704 845 881 993 1,172 

介護手 当支給 人数 564 631 593 624 713 

ク 高齢者住宅改善促進助成事業 

在宅の 要援護 高齢 者及 びその 介護者 に対 し、 既存の 住宅を 高齢 者に 適する よう

改善整 備する ため に必 要な経 費の一 部を 助成 するこ とによ り、 高齢 者の在 宅での

自立し た生活 の促 進及 び家族 介護者 負担 の軽 減を図 ります 。 

なお、こ の制度 を利 用 してい ただく には、工 事着工 前の申 請・審 査 が必要 です。 

対象者 

この助 成の対 象と なる のは、 次のａ から ｄの すべて に該当 する 方で す。 

なお、 この制 度の 利用 は、１ 世帯１ 回限 りで す。 

a 本市 に住 民登録 さ れ、引 き続き １年 以上 居住し ている こと 

b 65 歳以上 で、 介護 保険制 度の要 支援 ・要 介護認 定で「 要支 援」 または 「要

介護」 と認定 され た方 等 

c 当該 世帯 の生計 中 心者の 前年所 得税 課税 年額が 70,000 円以 下 である こと 

d 市税 を完 納して い ること 
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助成基準額 

500,000 円（ ただ し、 先に介 護保険 制度 を利 用して いただ き、 介護 保険制 度

の住宅 改修費(一割 負 担を含 む。限 度額 200,000 円)を差 し引 きま す。） 

助成基 準額と 工事 に要 した経 費（対 象部 分） を比較 し、い ずれ か低 い額が 基

準額に なりま す。 

助成の範囲 

既存住 宅の整 備、 構造 等につ いて、 高齢 者等 に適す るよう 、手 すり の取り 付

けや段 差の解 消等 を行 う改修 （新築 ・増 築を 除く）。 

助成の決定 

『検討 ケア会 議』 の審 査を経 て決定 しま す。 

利用者負担 

生計中 心者の 前年 所得 税課税 年額に 応じ て、 次のと おり利 用者 負担 が必要 で

す。 

（基準 額×利用 者負 担 率） 

世帯の 税額等 によ る階 層区分 利用者 負担率 

生活保 護世帯 0％ 

非課税 世帯 10％ 

15,000 円 以 下の世 帯 20％ 

15,001 円以 上 70,000 円以下 の世帯 40％ 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

助成件 数 32 35 34 38 38 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

  ケ 訪問理美容サービス事業 

老化に 伴う心 身の 障が いや傷 病等で 、理 容院 や美容 院に出 かけ るこ とが困 難な

方に対 し、在 宅で 理容 ・美容 サービ スを 行い ます。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者等 で、心 身 の障が い、傷病 等で、理容院 や美

容院に 出かけ るこ とが 困難な 方。 

サービスの内容 

理容・ 美容業 者が 、自 宅への 訪問に 要す る出 張費用 等は市 が負 担し ます。 

(年６回 まで ） 

利用できる理容院・美容院 

次の組 合の加 盟店 （加 盟店で あって も「 訪問 」でき ない事 業所 、曜 日等が あ

ります ので、 事前 に加 盟店へ ご相談 くだ さい 。） 

・ 岐 阜県理 容生 活衛 生同業 組合大 垣支 部（ 大垣地 域） 

・ 岐 阜県美 容業 生活 衛生同 業組合 大垣 第一 支部・ 第二支 部（ 大垣 地域） 
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・ 岐 阜県理 容生 活衛 生同業 組合南 濃支 部（ 上石津 地域） 

・ 岐 阜県理 容生 活衛 生同業 組合安 八支 部（ 墨俣地 域） 

・ 岐 阜県美 容業 生活 衛生同 業組合 安八 支部 （墨俣 地域） 

利用者負担 

理容・ 美容料 金の 実費 （出張 費用等 は市 が負 担しま す。） 

事業実施状況 

 

     申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 

コ 外出支援サービス事業 （上石津地域） 

     一 般の 交通 機関を 利用す るこ とが 困難な 在宅の 高齢 者に ついて 、医療 機関 への

送迎を 行い、 永年 住み 慣れた 地域の 中で 引き 続き生 活して いく こと を支援 します 。 

対象者 

      上石 津地 域に住 所を有 する 方で 、介護 保険法 に基 づく 保険給 付を受 ける こと

ができ る者で あっ て、 一般の 交通機 関を 利用 するこ とが困 難な 在宅 の 60 歳以

上の高 齢者。 

サービスの内容 

      上石 津地 域内の 医療機 関、 大垣 市民病 院、西 美濃 厚 生 病院、 国民健 康保 険関

ケ原病 院及び いな べ総 合病院 への送 迎。 

利用回数 

      １月 当た り往復 で 15 回を限 度 とする 。 

利用者負担 

      自宅 から 医療機 関まで の往 復の 行程１ キロメ ート ルに つき 10 円。ただし 、往

復の行 程が８ キロ メー トル未 満の場 合は 80 円。 

事業実施状況 

    年度 

区分 
H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 25 37 41 33 40 

延利用 回数 245 372 500 457 466 

    申請窓口 

    高齢 介護 課 在宅福 祉係 （内 線 483） 

サ 家族介護教室開催事業 

介護方 法や介 護予 防、 介護者 の健康 づく り等 につい ての知 識・ 技術 を習得 する

ための 教室を 開催 しま す。 

対象者 

高齢者 やその 家族 等で 介護に 必要な 基礎 知識 等の習 得を希 望す る方 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

実利用 者数 9 14 14   14 13 

延利用 回数 38 39 51   44 30 
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サービスの内容 

老人ク ラブや 婦人 会等 が開催 する介 護に 関す る講演 会に対 し、 講師 を派遣 

利用者負担 

無料 

     事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

開催回 数 7 6 3   6 3 

延参加 者数 406 386 106  306 160 

申請窓口  

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

 

２ ひとり暮らし高齢者等の対策  

 

（１） 緊急通報体制整備事業  

ひとり 暮らし 高齢 者等 の急病 、事故 等の 緊急 時に無 線発信 機及 び緊 急通報 用機器 を

利用し て消防 本部 内に 設置す る緊急 通報 セン ターに 通知す るこ とに より、 地域の 方々

の協力 を得て 、迅 速で 円滑な 救助・ 援助 を行 います 。 

対象者 

65 歳 以 上 の ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 ま た は ね た き り 高 齢 者 等 を か か え る 高 齢 者

のみの 世帯の 方等 

サービスの内容 

・ 緊 急通報 用機 器の 給付ま たは貸 与 

・ 福 祉電話 の貸 与 

利用者負担 

前 年 所 得 税 課 税 年 額 に 応 じ て 、 次 の と お り 設 置 費 用 の 一 部 負 担 が 必 要 で す 。 

なお、 電話基 本料 金・ ダイヤ ル通話 料は 利用 者負担 です。 

所得税 額 利用者 負担額 形態 

生活保 護世帯 0 円 貸与 

非課税 世帯 0 円 貸与 

1～5,000 円 16,300 円 給付 

5,001～15,000 円 28,400 円 給付 

15,001～40,000 円 42,800 円 給付 

40,001～70,000 円 52,400 円 給付 

70,001 円～ 66,000 円 給付 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

年度末 設置台 数 1,086 1,128 1,080 1,114 1,127 
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     申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483・377） 

 

（２） 福祉用具の給付事業  

火災そ の他非 常の 場合 に備え て、消 火器 、ガ ス漏れ 警報器 、火 災警 報器を 給付し ま

す。 

対象者 

65 歳以 上の ひとり 暮 らし高 齢者と して 登録 してい る方 

用具の内容 

・ 消 火器・ ・・ ・・ ・・ ８年ご とに 更新 

・ ガ ス漏れ 警報 器・ ・・ ５年ご とに 更新 

・ 火 災警報 器・ ・・ ・・  10 年 ごとに 更 新 

利用者負担 

市民税 課税状 況の 区分 利用者 負担額 

生活保 護世帯 ・非 課税 世帯 0 円 

上記以 外 実費 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

消火器    （ 本） 172 167 164 169 128 

ガス漏 れ警報 器（ 台） 133 119 128 92 98 

火災警 報器   (台) - - 865 122 253 

計 305 286 1,157 383 479 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483） 

 

（３） 愛の一声運動事業  

ひとり 暮らし 高齢 者に 対して 、一日 一声 かけ ること により 、安 否を 確認す るとと も

に、生 きがい を持 った 在宅で の生活 を支 援し ます。 

対象者 

ひとり 暮らし 高齢 者台 帳 へ登 録して いる 方。 

ただし、「自 立生活 促 進事業」、「食 の自 立支 援事業 （配食 サー ビス ）」のサ ー

ビスを 受けて いる 方を 除く。 

協力者 

ひとり 暮らし 高齢 者の 近くに 在住す る方 で、 年間を 通して 活動 でき る方（ 民

生委員 の推薦 ） 

サービスの内容 

毎日、 随時の 時間 に日 常の挨 拶、体 の調 子、 世間の ニュー ス等 対話 状態で の

確認。 
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利用者負担 

無料 

事業実施状況（ボランティアを含む） 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

協力者 数 521 539 509 477 450 

訪問者 数 596 607 597 537 516 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

 

（４） 生活環境料金の助成事業  

ひとり 暮らし 高齢 者に 対する 社会支 援策 とし て、水 道、簡 易水 道、 下水道 、し尿 汲

取り料 金の基 本料 金等 の助成 を行い ます 。 

対象者 

ひとり 暮ら し高 齢者台 帳へ登 録し ている 方で 、当該 年度 の市民 税が 非課税 の

世帯。 

ただし 、浄化 槽を 利用 してい る方や 生活 保護 世帯を 除きま す。 

助成額                            （単位：円） 

区分 上 水 道 簡易水 道 下 水 道 し尿汲 取り 

大垣地 域 730 310 1,050 当該し 尿 汲取 り料 金（ ただ

し、１月 当り の最高 限 度額

840 円 ） 

上石津 地域 － 630 2,100 

墨俣地 域 780 － － 

助成方法 

      年２ 回 

事業実施状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

世帯数 1,522 1,579 1,571 1,607 1,613 

助成金 額 （千 円） 27,719 29,193 29,228 30,338 30,367 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483・377） 

 

（５） 友愛訪問事業  

老人クラブ会員が、在宅ねたきり虚弱高齢者及びひとり暮らし高齢者宅を定期的に訪問し、

「安否確認・話し相手」を基本に、必要に応じて家事・日常生活・外出等の生活支援を行い

ます。高齢者の生きがい及び地域福祉の向上に資することを目的としています。 

訪問対象 

おおむね65歳以上で、ねたきり、虚弱及びひとり暮らしの方。 

訪問回数及びサービスの内容 

・ 安否確認、話し相手（相談、助言等） 
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・ 家事援助（食事の世話等） 

・ 日常生活援助（洗濯、掃除等） 

・ 外出援助（買い物、通院介助等） 

なお、訪問回数は、毎月２回以上となっています。 

訪問員の資格 

・ 大垣市老人クラブ会員であること（原則として民生委員を除く） 

・ 心身ともに健全であること 

・ 高齢者福祉に関し、理解と熱意を有すること 

実施状況（ボランティアを含む）           （４月１日現在） 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

訪問員（人） 66 76 96 97 84 

対象者（人） 200 198 224 228 204 

担当窓口 

高齢介 護課 庶務 係 （内線 488・489） 

 

３ その他の高齢者サービス  

 

（１） 在住外国人高齢者福祉金支給事業  

国民年金等の給付を受けることができない外国人高齢者の方に、高齢者福祉金を支給します。 

対象者 

日本国籍を有しない方で、1926年(大正15年)４月１日以前に出生された方のうち支給要

件をすべて満たす方 

補助金の額 

年額 12万円(年３回 ４月・８月・12月に分けて支給） 

※ただ し、年 額12万円 未満の 公的年 金を 受け ている 方は、 公的 年金 を控除 した額 

支給状況 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

支給人数（人） 14 11 9 8 8 

※第３ 期（12 月） 支 給人数 

申請窓口 

高齢介 護課 庶務 係 （内線488・489） 

 

（２） 成年後見制度利用支援事業  

介護保 険サ ー ビス 等の 利用に あた って、 身寄 りのな い重 度の認 知症 高齢者 で、 市が

「後見 ・保 佐・補 助」 開始の 審判 の請求 を行 うこと が必 要と認 めた 場合、 申立 て等に

要する 費用 の立替 ・助 成等や 、成 年後見 人な どの報 酬の 全部ま たは 一部の 助成 を行い

ます。 
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対象者 

介護保 険サー ビス を利 用し、ま たは 利用し よ うとす る重度 の認 知症 高齢者 のう

ち、成 年後 見の申 立て を行う ２親 等以内 の親 族がい ない か、い ても 申立て を期 待

できな い方で 、成 年後 見人等 の報酬 等、経費 の一部 につい て助 成を 受けな ければ 、

成年後 見制 度の利 用が 困難な 状況 にある 方。 ただし 、 ２ 親等以 内の 親族が いな い

場合で あっ ても、 ３親 等又は ４親 等の親 族で あって 審判 請求を する ものの 存在 が

明らか である とき を除 く。 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 483・360） 

 

（３） 地域住民グループ支援事業  

行政の 補助 ・委託 によ らない 、独 自の高 齢者 向けの 在宅 介護予 防活 動を実 施し てい

る地域 住民 グルー プ（ ＮＰＯ 法人 などの ボラ ンティ ア） に対し て、 場所の 提供 などの

活動支 援を行 いま す。 

対象団体（以下 のす べ てに該 当して いる 団体 ）  

・ 65 歳以 上の高 齢 者向け 在宅介 護予 防活 動を実 施して いる 。 

・ 活 動実績 が１ 年以 上あり 、かつ 、継 続 し て行え る能力 があ る。 

・ ２ 人以上 で組 織さ れてい る。 

・ 当 該活動 に対 し、 公的な 補助、 委託 等を 受けて いない 。 

・ 活 動の拠 点が 市内 である 。 

支援の内容 

高齢者 向け 在宅 介護 予 防活動 を行 うた めに使 用する 施設 、会 場等に 係る経 費の

全部ま たは一 部を 市が 負担し ます。（支援 の 期間： ３年間 を限 度と する。） 

事業実施状況     

区分    年度 H18 H19 H20 H21 H22 

助成団体数 4 4 1 0 0 

申請窓口 

高齢介 護課 在宅 福祉 係 （ 内線 377） 

 

（４） 敬老祝金及び金婚祝金の支給  

対象者 

敬老祝金 

次の①及び②のいずれにも該当する方です。 

① ９月15日現在で、77歳、80歳、88歳及び90歳以上の方 

② ９月１日現在で市内に住民登録があり、かつ、９月15日現在で１年以上居住し

ている方 
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金婚祝金 

① 12月31日現在で婚姻後50年に達する夫婦 

② ９月１日現在で市内に住民登録があり、かつ、９月15日現在で１年以上居住して

いる夫婦 

なお、いずれも９月１日(100歳の方は誕生月の１日）現在、存命の方が対象となります。 

祝金の額 

敬老祝金 

77歳（喜寿）・・・ 5,000円 

80歳（傘寿）・・・10,000円 

88歳（米寿）・・・15,000円 

90歳（卒寿）・・・20,000円 

91歳～98歳 ・・・10,000円 

99歳（白寿）・・・30,000円 

100歳以上 ・・・100,000円 

金婚祝金 

一夫婦に対し10,000円 

支給日 

敬老の日ころに支給（ただし100歳の方は誕生月） 

    支給実績 

区分        年度 H18 H19 H20 H21 H22 

敬老祝 金支給 対象 者(人) 4,240 4,411 4,558 4,673 4,940 

敬老祝金支給額  （千円） 43,175 45,565 47,415 49,410 54,490 

金婚祝金支給対象者 （組） 310 328 348 401 373 

金婚祝金支給額  （千円） 3,100 3,280 3,480 4,010 3,730 

申請窓口 

高齢介 護課 庶務 係 (内線 488・489） 

 

（５） 長寿を祝う会  

敬老の 日に90歳以 上の 高齢者 を招待 し、 記念 品等の 贈呈及 びリ クリ エーシ ョンを 開

催しま す。 

担当窓口 

高齢介 護課 庶務 係 (内線 488・489） 

 

４ 施設サービス  

 

（１） 概   要  

老人福 祉法に 基づ き、 在宅で 生活す るこ とが 困難な 方等の 施設 です 。 
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（２） 養護老人ホーム  

老人福 祉法に 基づ き、 環境上 または 経済 的理 由によ り、在 宅に おい て生活 するこ と

が困難 な方の 養護 を目 的とし た施設 です 。 

施設名 

大垣市 養老華 園（ 別表 Ｐ.247） 

費 用 

本人や扶養義務者に収入がある場合は、その金額に応じて負担金を徴収します。 

入所状況                    （各 年４ 月１ 日現在 ） 

区分    年度 H19 H20 H21 H22 H23 

市措置者数（人） 68 65 70 68 69 

担当窓口 

高齢介 護課 庶務 係 （内線 482・488） 

 

（３） 軽費老人ホーム（ケアハウス）  

60歳以上の方で、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められ、一定の費用負担ができ

る方を対象とした施設です。 

施設名 

大垣市 ケアハ ウス お勝 山（別 表Ｐ.247） 

費 用 

本人の収入に応じて負担が必要です。 

利用状況                         （各 年４ 月１ 日現在 ） 

区分    年度 H19 H20 H21 H22 H23 

入所者数（人） 28 29 30 27 30 

担当窓口 

高齢介 護課 庶務 係 （内線 482・488） 

 

５ 生きがい・健康づくりの推進  

 

（１） 老人クラブの育成事業  

老人クラブは、健康の保持増進を図り、新しい人間関係や交流を開拓し、長年培ってきた

知識と経験を、仲間や地域社会のために生かすことを目的にしています。 

おおむね60歳以上の会員30人以上で組織され、運営は会員によって自主的に行われるもの

とされており、クラブ活動の費用は、会員の会費を充てることになっています。 

国・県 ・市 は、老 人ク ラブの 育成 を図る ため に老人 クラ ブ連合 会及 び単位 クラ ブに

対し活 動費を 助成 して います 。 

なお、29人以 下の 会員 を持つ クラブ につ いて は 、市 単独で 助成 して います 。 
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会員数とクラブ数 

 H 1 9 . 4 . 1 H 2 0 . 4 . 1 H 2 1 . 4 . 1 H 2 2 . 4 . 1 H 2 3 . 4 . 1 

会員数 17,293 17,123 16,536 16,290 15,822 

クラブ 数 260 257   249 245 240 

加入率 39.1％ 37.5％ 34.9％ 33.6％ 31.9％ 

※加入 率は60歳以 上人 口に占 める割 合 

※クラ ブ数は 老連 加盟 数 

窓口 

老人ク ラブ連 合会 事務 局 

〈所 在 地〉〒503-0911 

大垣市 室本町 ５丁目 51 番地 スイト ピア セ ンター 内(学 習館３ Ｆ) 

〈電話 番号〉 0584-73-7775 

〈Ｆ Ａ Ｘ〉 0584-73-7775 

申請窓口 

高齢介護課 庶務係 （内線482・488） 

 

（２） 介護予防教室開催事業  

高齢者 が健 康で生 き生 きとし た生 活が送 れる よう、 健康 や介護 に関 する基 礎知 識を

習得し 介護予 防を 図る ため、 介護予 防教 室を 開催し ます。 

対象者 

高齢者 やその 家族 等で 、介護 予防等 に関 する 知識の 習得を 希望 する 方 

内容 

運動器 の機 能向上 、栄 養か以 前、 口腔機 能の 向上、 閉じ こもり 予防 、認知 症予

防、う つ予防 及び 介護 方法等 に関す る教 室の 開催 

利用者負担 

無料 

事業実施状況 

区分         年度 H18 H19 H20 H21 H22 

開催回 数 61 66 65 80 86 

延参加 者数 1,885 2,070 2,125 2,256 2,549 

実施機関 

在宅介 護支援 セン ター  （ 別表Ｐ.248） 

介護老 人福祉 施設    （ 別表Ｐ.248） 

 

（３） 老人福祉センター  

地域の高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエ

ーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営んでいただくことを目的とし

ています。 
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名称 

・ 大垣市老人福祉センター   （別表Ｐ.247） 

・ 大垣市かたらいプラザ    （別表Ｐ.247） 

・ 大垣市上石津老人福祉センター（別表Ｐ.247） 

・ 大垣市墨俣老人福祉センター （別表Ｐ.247） 

事業内容 

・ 生活相談、健康相談 

・ 機能回復訓練の実施 

・ レクリエーション等の実施（書道・ 茶道 ・ 華道・ 俳句・ 詩吟 ・囲 碁・将 棋等） 

利用料 

無料 

利用できる方 

・ 市内在住の 60 歳以上で、養老手帳をお持ちの方 

・ 養老手帳は、本人または老人クラブ会長からの申請により高齢介護課で交付し

ます。 

施設利用者数                                               （単位：人） 

施設名         年度 H18 H19 H20 H21 H22 

大垣市 老人福 祉セ ンタ ー 33,720 33,767 33,456 32,544 31,071 

大垣市 かたら いプ ラザ 35,204 34,580 32,610 35,823 33,577 

大垣市 上石津 老人 福祉 センタ ー 5,296 6,153 6,970 6,778 7,154 

大垣市 墨俣老 人福 祉セ ンター 21,505 20,522 26,590 25,306 22,267 

 

（４） 大垣地域シルバー人材センター  

豊かな 経験と 能力 を生 かして 、健 康の増 進や 生活の 充実 、社会 参加 を図り ながら 、

高齢者 の生き がい を目 的とし ていま す。 

会員は、市内在 住の お おむね 60 歳 以上の 方 で、仕事 のでき る健 康 な方な らどな た

でも入 会でき ます 。年 会費は 、3,600 円 です 。 

活動状況（各 年３月 31 日現 在）                （単位：人） 

 H21.3.31 H22.3.31 H23.3.31 

大垣市 地区 

会員数 708 758 673 

就 業延 人員 71,763 67,911 62,412 

就業率 96.6％ 93.4％ 96.1％ 

垂井町 地区 

会員数 368 346 320 

就業延 人員 43,613 33,466 34,544 

就業率 100％ 96.0％ 95.6％ 

大垣地 域 

（広域 ） 

計 

会員数 1,076 1,104 993 

就業延 人員 115,079 101,377 96,956 

就業率 98.2％ 94.2％ 96.0％ 
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窓口 

社団法 人 大 垣地 域シ ルバー 人材セ ンタ ー 事務局 

〈所 在 地〉〒503-0922 大垣 市馬場 町 124 番地 総 合福祉 会館内 

〈電話 番号〉 0584-74-8080  

〈Ｆ Ａ Ｘ〉 0584-74-7404 

上石津事業所 

〈所 在 地〉〒503-1602 大垣 市上石 津町牧 田 4780 番地  

       大 垣市 上石津 老人福 祉セ ンタ ー内（ 悠楽苑 ） 

〈電話 番号〉 0584-46-3338   

〈Ｆ Ａ Ｘ〉 0584-46-3338 

 

６ 介 護 保 険  

 

（１） 概   要  

高齢化 が進む 中で 、ね たきり や認知 症な どの 介護が 身近な 問題 とな ってい ます。 

介護が 必要に なっ ても 住み慣 れた家 庭や 地域 で安心 して生 活で きる よう、高 齢者 の

介護を 家族だ けで なく 社会全 体で支 える 制度 です。 

介護保 険料は 原則 とし て 40 歳以上 の全員 が 負担し 、介護 が必 要に なった ときは 、

心 身 の 状 態 に 応 じ た 介 護 サ ー ビ ス や 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 費 用 の １ 割 負 担 で 受 け ら れ

ます。 

 

制度の 運営主 体（ 保険 者） 大垣市 

 

区分 第１号 被保険 者 第２号 被保険 者 

加入す る方 
（ 被 保 険 者
証の交 付） 

65 歳以 上の 方 
（65 歳 に到 達する 前 月に「 介護 保険
被保険 者証」 が交 付さ れます ） 

40 歳以上 65 歳 未満の 医療保 険に加 入
してい る方 
（ 要 介 護 認 定 を 受 け た 方 に だ け 「 介 護
保険被 保険者 証 」 が交 付され ます） 

サ ー ビ ス が
利 用 で き る
方 
（ 要 介 護 認
定 を 受 け る
必要あ り） 

① ね た き り や 認 知 症 等 で 常 に 介 護
を 必 要 と す る 状 態(要 介 護 状 態)
の方 

② 常 時 の 介 護 ま で は 必 要 な い が 、
家 事 や 身 じ た く 等 、 日 常 生 活 に
支援が 必要な 状態（ 要 支援状 態）
の方 

初 老 期 認 知 症 、 脳 血 管 疾 患 等 の 老 化 が
原因と される 病気（ 特 定疾病・・・ア）
に よ り 要 介 護 状 態 や 要 支 援 状 態 と な っ
た方 

保険料 

① 市独自 に設定 
② 負 担 が 重 く な り 過 ぎ な い よ う

に 、 前 年 の 所 得 に 応 じ て ９ 段 階
に分か れます ・・ ・イ 

加 入 し て い る 医 療 保 険 の 算 定 方 法 に 基
づいて 設定さ れま す・ ・・ウ 
 

保険料 の 
支払方 法 

① 老齢（ 退職） 年金 ・障 害年金 ・
遺族年 金が月 額１ 万５ 千円（ 年
額 18 万 円 ）以上 の方 は、年金か
ら天引 します （特 別徴 収） 

加 入 し て い る 医 療 保 険 の 保 険 料 に 上 乗
せして 納付さ れま す 
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② そ れ 以 外 の 方 は 、 納 付 通 知 書 等
に よ っ て 個 別 に 市 に 納 付 し ま す 
（普通 徴収） 

ア 特定疾病に該当する 16 種類の病気 

（ア） 末期が ん        （イ ）関節 リウ マチ       （ウ ）筋 萎縮 性側索 硬化症 

（エ） 後縦靭 帯骨 化症 （オ ）骨折 を伴 う骨 粗鬆症  （カ ）初 老期 におけ る認知 症 

（キ） 進行性 核上 性麻 痺、大 脳皮質 基底 核変 性症及 びパ ー キン ソン 病 

（ク） 脊髄小 脳変 性症  （ケ ）脊柱 管狭 窄症        （コ ） 早 老 症 

（サ） 多系統 萎縮 症    （シ ）糖尿 病性 神経 障害、 糖尿病 性腎 症及 び糖尿 病性網 膜症 

（ス） 脳血管 疾患   （セ ）閉塞 性動 脈硬 化症     （ ソ）慢 性 閉塞性 肺疾患  

（タ） 両側の 膝関 節ま たは股 関節に 著し い変 形を伴 う変形 性関 節症 

イ 大垣市の第１号被保険者の介護保険料年額                       （ 平成 23 年度 ） 

段階別 対象者 保険料 年額 

第１段 階（基 準額×0.5） 

・生活 保護受 給者 の方 

・老齢福祉 年金 受給者 で世帯 全員が 市民 税非 課税

の方等 

25,860 円 

第２段 階（基 準額×0.5） 
・世帯全員 が市 民税非 課税で 前年の 合計 所得 金額

と課税 年金収 入額 の合 計が 80 万円 以下の 方 等 
25,860 円 

第３段 階（基 準額×0.75） 
・世帯全員 が市 民税非 課税で 第２段 階に 該当 しな

い方等 
38,790 円 

第４段 階（基 準額×0.95） 

・世帯の誰 かに 市民税 が課税 されて いる が本 人は

市民税 非課税 で 、前年 の合計 所得金 額と 課税 年

金収入 額の合 計が 80 万円以 下の方 等 

49,134 円 

第５段 階（基 準額×1.0） 
・世帯の誰 かに 市民税 が課 税 されて いる が本 人は

市民税 非課税 で、 第４ 段階に 該当し ない 方等 
51,720 円 

第６段 階（基 準額×1.20） 
・本人 が市民 税課 税で 前年の 合計所 得金 額 が 125

万円未 満の方 等 
62,064 円 

第７段 階（基 準額×1.25） 
・本人 が市民 税課 税で 前年の 合計所 得金 額 が 125

万円以 上 200 万円 未満 の方等 
64,650 円 

第８段 階（基 準額×1.50） 
・本人 が市民 税課 税で 前年の 合計所 得金 額 が 200

万円以 上 300 万円 未満 の方等 
77,580 円 

第９段 階（基 準額×1.55） 
・本人 が市民 税課 税で 前年の 合計所 得金 額 が 300

万円以 上の方 
80,166 円 

※ 第１段 階か ら第３ 段階 に該当 し、 収入な ど一 定の要 件を 満たす 方の 介護保 険料 を減額

するこ とがで きま す。 

※ 保 険料額 は原 則と して３ 年ごと に見 直さ れます 。 
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※ 保 険料を 滞納 する と 

・ １ 年以上 滞納 する と 

介護サ ービス を受 けた とき、介護費 用を いっ たん全 額負 担 して いた だくこ とにな

ります。（申 請によ り 介護保 険給付 分（ ９ 割 ）が戻 ってき ます。） 

・ １ 年半以 上滞 納す ると 

一時的 に給付 の一 部ま たは全 部を差 し止 めら れます 。 

・ ２ 年以上 滞納 する と 

サービ スを利 用す ると きに、未納期 間に 応じ て自己 負担が １割 から ３割 に 引き上

げられ たり、 高額 介護 サービ ス費が 受け られ なくな ります 。 

ウ 第２号被保険者の介護保険料 

（ア） 健康保険の場合（政 府管掌 健康 保険 、健康 保険組 合、 共済 組合な ど）  

・ 加 入して いる 医療 保険の 算定方 法に よっ て決ま ります 。 

・ 医療 分と 介護分 を 合わせ て一つ の健 康保 険料と して給 料か ら天 引きさ れます 。 

・ 保 険料は 原則 とし て事業 主と折 半に なり ます。 

・ 健 康保険 の被 扶養 者の保 険料（40 歳 ～65 歳未 満のみ ）は 、加 入して いる医

療保険 の被保 険者 が皆 で負担 します ので 、原 則とし て直接 の負 担は ありま せん。 

（イ） 国民健康保険の場合 

・ 介 護保険 料は 、所 得や資 産等に 応じ て高 くなっ たり低 くな った りしま す。 

・ 医 療 分 と 介 護 分 を 合 わ せ て 一 つ の 国 民 健 康 保 険 料 と し て 世 帯 主 が 納 め ま す 。 

・ 介 護保険 料と 同額 の国庫 負担が あり ます 。 

 

（２） 介護保険のサービスの利用手順  

介護や 支援が 必要 かど うかの 「要介 護認 定・ 要支援 認定」 を受 けな いとサ ービス が

利用で きませ ん。 

ア 申請 

介護サ ービス を利 用し たいと 思われ たら 、市 高齢介 護課で 「要 介護 認定・ 要支

援 認 定 」 の 申 請 を し て く だ さ い 。（ 介 護 保 険 被 保 険 者 証 を 添 付 。 第 ２ 号 被 保 険 者

の場合 は医療 保険 証の 提示が 必要で す。） 

申請は 、本人 や家 族の ほか、 近くの 「居 宅介 護支援 事業者 （ケ アプ ラン作 成事

業者）」 や「 介護保 険 施設」 にも依 頼で きま す。 

イ 訪問調査 

申請に 基づき、市職 員 または 市が委 託し た「 介護支 援専門 員（ケ ア マネジ ャー）」

が訪問 し、心 身の 状態 などに ついて 聞き 取り 調査を 行いま す。 

ウ 認定 

調査結 果と主 治医 の意 見書を もとに 審査 判定 をし、 原則と して 申請 か ら 30 日

以内に 認定結 果通 知書 や新し い被保 険者 証が 郵送さ れます 。要 介護 （要支 援）の

認定が される と、 申請 日にさ かのぼ って サー ビスが 利用で きま す。 
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（ア） 要介護度とその状態の例（めやす） 

要支援 １ 

（社会 的支援 を要 する 状態） 
① 居 室 の掃 除 な ど 身 の 回 り の 世話 の 一 部 に 、 何 ら か の介 助 （ 見 守り

や手助 け）を 必要 とす る 
② 食事や 排せつ はほ とん ど自分 ひとり でで きる 

要支援 ２ 

（社会 的支援 を要 する 状態） 
① 身だし なみや 居室 の掃 除など 身の回 りの 世話 に、何らか の介 助（ 見

守りや 手助け ）を 必要 とする 
② 立 ち 上が り や 片 足 で の 立 位 保持 な ど の 複 雑 な 動 作 に、 何 ら か の支

えを必 要とす る 
③ 歩 行 や両 足 で の 立 位 保 持 な どの 移 動 の 動 作 に 、 何 らか の 支 え を必

要とす ること があ る 
④ 食事 や排 せつは ほ と んど 自分ひ とり でで きる 

要介護 １ 

（社会 的支援 を必 要と する状 態） 
①  要 支 援２ の 状 態 の 例 に 該 当 し、 行 動 障 害 や 理 解 の 低下 が み ら れる

ことが ある 
②  要 支 援２ の 状 態 の 例 に 該 当 し、 短 期 間 で 心 身 の 状 態等 が 変 化 する

こ と が予 測 さ れ 、 概 ね ６ か 月程 度 以 内 に 要 介 護 状 態等 の 見 直 しが
必要で ある 

要介護 ２ 

（軽度 の介護 を要 する 状態） 
① 身 だ しな み や 居 室 の 掃 除 な どの 身 の 回 り の 世 話 の 全般 に 、 何 らか

の介助 （見守 りや 手助 け）を 必要と する 
② 立 ち 上が り や 片 足 で の 立 位 保持 な ど の 複 雑 な 動 作 に、 何 ら か の支

えを必 要とす る 
③ 歩 行 や両 足 で の 立 位 保 持 な どの 移 動 の 動 作 に 、 何 らか の 支 え を必

要とす る 
④ 食 事 や排 せ つ に 、 何 ら か の 介助 （ 見 守 り や 手 助 け ）を 必 要 と する

ことが ある 
⑤ 行動障 害や理 解の 低下 がみら れるこ とが ある 

要介護 ３ 

（中等 度の介 護を 要す る状態 ） 
① 身 だ しな み や 居 室 の 掃 除 な どの 身 の 回 り の 事 が 、 自分 ひ と り でで

きない 
② 立 ち 上が り や 片 足 で の 立 位 保持 な ど の 複 雑 な 動 作 が、 自 分 ひ とり

ででき ない 
③ 歩 行 や両 足 で の 立 位 保 持 な どの 移 動 の 動 作 が 、 自 分で で き な いこ

とがあ る 
④ 排せつ が自分 ひと りで できな い 
⑤ いくつ かの行 動障 害や 理解の 低下が みら れる ことが ある 

要介護 ４ 

（重度 の介護 を要 する 状態） 
① 身 だ しな み や 居 室 の 掃 除 な どの 身 の 回 り の 事 が 、 ほと ん ど で きな

い 
② 立 ち 上が り や 片 足 で の 立 位 保持 な ど の 複 雑 な 動 作 が、 ほ と ん どで

きない 
③ 歩 行 や両 足 で の 立 位 保 持 な どの 移 動 の 動 作 が 、 自 分ひ と り で はで

きない 
④ 排せつ がほと んど でき ない 
⑤ 多くの 行動障 害や 全般 的な理 解の低 下が みら れるこ とがあ る 

要介護 ５ 

（最重 度の介 護を 要す る状態 ） 
① 身 だ しな み や 居 室 の 掃 除 な どの 身 の 回 り の 事 が 、 ほと ん ど で きな

い 
② 立 ち 上が り や 片 足 で の 立 位 保持 な ど の 複 雑 な 動 作 が、 ほ と ん どで

きない 
③ 歩行や 両足で の立 位保 持など の移動 の動 作が 、ほと んどで きな い 
④ 食事や 排せつ がほ とん どでき ない 
⑤ 多くの 行動障 害や 全般 的な理 解の低 下が みら れるこ とがあ る 
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エ ケアプランの作成 

認定を 受けた ら、原則 として「介護 サー ビス 計画（ ケアプ ラン）」の作成 を「居

宅介護 支援事 業者 （ケ アマネ ジャー ）」に 依 頼しま す。（ 自己負 担 はあり ません 。） 

こ の 時 、 ど の 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 依 頼 す る か を 高 齢 介 護 課 に 届 け 出 る 必 要 が

ありま す。 

要 支 援 １ ・ ２ の 認 定 を 受 け た 人 は 、 原 則 と し て 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー で 介 護 予

防プラ ンを作 成し ます 。 

オ サービス利用 

ケアプ ランに そっ て介 護（介 護予防 ）サ ービ スを利 用しま す 。 原則 として 、か

かった 費用の １ 割 が自 己負担 となり ます 。 

カ 認定の有効期限 

認定を 受けた 要介 護度 は、原 則とし て 12 か 月ごと に見直 しと なり 、引き 続き介

護保険 サービ スの 利用 を希望 される 場合 は、初回と 同じ手 続き が必 要とな ります 。

（更新 ） 

キ 要介護度等の更新・変更手続き 

更新の 申請は 、有 効期 限満了 日の 60 日 前に 「要介 護・要 支援 認定 更新 のお

知 ら せ 」 を お 送 り し ま す 。 介 護 保 険 被 保 険 者 証 に 記 載 の 有 効 期 限 を 確 認 の う え 、

担当の ケアマ ネジ ャー 等にご 相談す るな どし て、手 続きを して くだ さい。 

なお、 ご本人 の状 態に 変化が あった 場合 は、 有効期 限が来 る前 でも 変更の 申請

ができ ますの で、 その 場合も 担当の ケア マネ ジャー 等にご 相談 くだ さい。 

 

（３） 介護保険のサービスの種類・内容及び利用料  

介護サ ービス の利 用料 につい ては、 原則 とし て要介 護度ご とに 料金 が定め られて い

ます。 

「 ア 居 宅 サ ー ビ ス 」「 イ 施 設 サ ー ビ ス 」「 ウ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 」「 エ 地 域 密

着型サ ービス 」の 自己 負担額 は、原 則と して 記載し てある 金額 の１ 割にな ります 。  

ア 居宅サービス（要介護１～５の方） 

（ア） 訪問サービス 

ａ 訪問介護 

ホーム ヘルパ ーが 訪問 し、身 体介護 や生 活援 助を行 いま す 。 

（身体 介護） 食事 、入 浴、排 せつの お世 話、 通院等 の乗車 ・降 車の 介助な ど 

（生活 援助） 住居 の清 掃、洗 濯、買 い物 、食 事の準 備、調 理な ど 

利用料 

・ 身 体介護 

30 分未 満 2,540 円 

30 分以 上１ 時間未 満 4,020 円 

１時間 以上 5,840 円 

１時間 以上 30 分増 す ごとに 830 円 
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・ 生 活援助 

30 分以 上１ 時間未 満 2,290 円 

１時間 以上 2,910 円 

 通院 等の乗 車・ 降車 の介助  １ 回に つ き 1,000 円       

（別途 加算あ り） 

ｂ 訪問看護 

看 護 師 や 保 健 師 な ど が 訪 問 し 、 療 養 上 の 世 話 、 診 療 の 補 助 な ど を 行 い ま す 。 

利用料 

・ 指 定訪問 看護 ステ ーショ ンの場 合 

20 分未 満（ 夜間・深 夜・早朝 のみ） 2,850 円 

30 分未 満 4,250 円 

30 分以 上１ 時間未 満 8,300 円 

１時間 以上１ 時間 30 分未満 11,980 円 

（別途 加算あ り） 

・ 医 療機関 の場 合 

20 分未 満（ 夜間・深 夜・早朝 のみ） 2,300 円 

30 分未 満 3,430 円 

30 分以 上１ 時間未 満 5,500 円 

１時間 以上１ 時間 30 分未満 8,450 円 

      （別 途加 算あり ） 

ｃ 訪問リハビリテーション 

リハビ リ（機 能回 復 訓 練）の 専門家 が訪 問し 、リハ ビリテ ーシ ョン を行い 

ます。 

    利用料 

１回に 月 3,050 円 

（別途 加算あ り） 

ｄ 訪問入浴介護 

移動入 浴車な どで 自宅 を訪問 し、入 浴の 介護 を行い ます。 

利用料 

１回に 月 12,500 円 

（別途 加算あ り） 

ｅ 居宅療養管理指導 

医師、 歯科医 師、 薬剤 師、管 理栄養 士、 歯科 衛生士 などが 訪問 し、 薬の飲 み

方、食 事など の治 療上 の管理 ・指導 をし ます 。 
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利用料 

 在宅の 利用者 
居住系 施設 

入居者 等 

医師・ 歯科医 師  月２回 まで 5,000 円 2,900 円 

医療機 関の薬 剤師 月２回 まで 5,500 円 3,850 円 

薬局の 薬剤師 月４回 まで 5,000 円 3,500 円 

管理栄 養士    月２回 まで 5,300 円 4,500 円 

歯科衛 生士等   月４回 目まで 3,500 円 3,000 円 

保健師 ・看護 師 4,000 円 

（別途 加算あ り） 

※居住 系施設 入居 者等 とは 、養護 老人 ホーム 、軽 費老人 ホー ム、有 料老人 ホ

ーム 、高齢 者専 用賃貸 住宅 、小規 模多 機能型 居宅介 護、認知 症対応 型共同

生活介 護を受 けて いる 方をい います 。 

（イ） 日帰りで通うサービス 

ａ 通所介護 

デイサ ービス セン ター などで 食事、 入浴 な ど の介護 や機能 訓練 など のサー ビ

スが日 帰りで 受け られ ます。 

利用料 

・ 通 常規模 の施 設（ 所要時 間６～ ８時 間） の場合 （ １日 あた り） 

要介護 １ 6,770 円 要介護 ４ 10,130 円 

要介護 ２ 7,890 円 要介護 ５ 11,250 円 

要介護 ３ 9,010 円  

（入浴 介助 500 円 など 別途加 算あり ） 

※利用 する施 設の 種類 により 異なり ます 。 

      ※お むつ 代など の日常 生活 費、 食費の 全額が 自己 負担 となり ます。 

ｂ 通所リハビリテーション 

介護老 人保健 施設 や病 院・診療 所で 、機能 訓 練など が日帰 りで 受け られま す。 

利用料 

・ 通 常規模 の施 設（ 所要時 間６～ ８時 間） の場合 （１日 あた り） 

要介護 １ 6,880 円 要介護 ４ 11,490 円 

要介護 ２ 8,420 円 要介護 ５ 13,030 円 

要介護 ３ 9,950 円  

（入浴 介助 500 円 など 別途加 算あり ） 

※利用 する施 設の 種類 により 異なり ます 。 

      ※お むつ 代など の日常 生活 費、 食費の 全額が 自己 負担 となり ます。 

（ウ） 施設への短期入所サービス 

ａ 短期入所生活介護 

介護老 人福祉 施設 など に短期 間入所 して 、食 事、入 浴、排 せつ など の介護 や

機能訓 練など が受 けら れます 。 
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利用料 

・ 介 護老人 福祉 施設[併設型 多床 室]の 場合 （１日 あたり ） 

要介護 １ 7,030 円 要介護 ４ 9,150 円 

要介護 ２ 7,740 円 要介護 ５ 9,850 円 

要介護 ３ 8,440 円  

（送迎 片道 1,840 円な どの別 途加算 あり ） 

※１日 あたり の利 用料 は、施 設及び 職員 の配 置等に より異 なり ます 。 

※ 理 美 容 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 滞 在 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 

（ただ し、低 所得 の方 は、食 費と滞 在費 につ いて負 担上限 を設 け保 険給付 さ

れます。） 

ｂ 短期入所療養介護 

介護老 人保健 施設 など に短期 間入所 して、看 護・医学 的な 管理の 下 での介 護、

機能訓 練など が受 けら れます 。 

利用料 

・ 介 護老人 保健 施設[多床室]の場 合（ １日 あたり ） 

要介護 １ 8,450 円 要介護 ４ 10,010 円 

要介護 ２ 8,940 円 要介護 ５ 10,540 円 

要介護 ３ 9,470 円  

（送迎 片道 1,840 円な どの別 途加算 あり ） 

※１日 あたり の利 用料 は、施 設及び 職員 の配 置等に より異 なり ます 。 

※ 理 美 容 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 滞 在 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。       

（ただ し、低 所得 の方 は、食 費と滞 在費 につ いて負 担上限 を設 け保 険給付 さ   

れます。） 

（エ） 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 

ａ 福祉用具貸与 

貸し出 しの対 象と なる 福祉用 具は、 次の 12 種類で す。 

① 車 いす 

② ク ッショ ン、 電動 補助装 置等の 一定 の車 いす付 属品 

③ 特 殊寝台 

④ マ ットレ ス、 サイ ドレー ル等、 一定 の特 殊寝台 付属品 

⑤ 床 ずれ防 止用 具 

⑥ 体 位変換 器 

⑦ 認 知症老 人徘 徊感 知機器 

⑧ 移 動用リ フト （吊 り具を 除く） 

⑨ 手 すり 

⑩ ス ロープ 

⑪ 歩 行器 

⑫ 歩 行補助 つえ 

（要介 護１の 方は 、原 則とし て⑨～ ⑫の 品目 のみ利 用でき ます。） 
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ｂ 居宅介護福祉用具購入費の支給 

保険の 対象と なる もの は、次 の５種 類で す。 

① 腰 掛便座 

② 特 殊尿器 

③ 入 浴補助 用具 

④ 簡 易浴槽 

⑤ 移 動用リ フト の吊 り具の 部分 

※要介 護状態 区分 にか かわら ず、利 用で きる 上限額 は同一 年度 10 万円で 、

県知事 が指定 した 特定 福祉用 具販売 事業 者か ら購入 したも のが 対象 です｡ 

※購入 費用を いっ たん 全額支 払って いた だき 、申請 後、保 険対 象額 の９割 が

支給さ れます 。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係（内 線 354・355） 

ｃ 居宅介護住宅改修費の支給 

保険の 対象と なる もの は、次 の６種 類で す。 

① 手 すりの 取付 け 

② 段 差の 解 消 

③ 滑 りの防 止及 び移 動の円 滑化等 のた めの 床材の 変更 

④ 引 き戸等 への 扉の 取替え 

⑤ 洋 式便器 等へ の便 器の取 替え 

⑥ そ の他こ れら の住 宅改修 に付帯 して 必要 になる 工事 

※要介 護状態 区分 にか かわら ず、利 用でき る 上限額 は住所 地の 住居 につき 20

万円（ 原則１ 回限 り） です。 

※工事 着工前 に申 請が 必要で す。 

※工事 完了後 、改 修費 用をい ったん 全額 支払 ってい ただき 、必 要書 類を提 出

後、保 険対象 額の ９割 が支給 されま す。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係（内 線 354・355） 

（オ） その他 

ａ 特定施設入居者生活介護 

有 料 老 人 ホ ー ム な ど で 介 護 や 機 能 訓 練 な ど の サ ー ビ ス が 利 用 で き ま す 。  

利用料（１日 あた り） 

要介護 １ 5,710 円 要介護 ４ 7,800 円 

要介護 ２ 6,410 円 要介護 ５ 8,510 円 

要介護 ３ 7,110 円  

（別途 加算あ り） 

※職員 の配置 によ り異 なりま す。 

※ お む つ 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 居 住 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 
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イ 施設サービス（要介護１～５の方） 

（ア） 介護老人福祉施設 

常に介 護が必 要で 、在 宅生活 が困難 なね たき りや認 知症の 方が 入所 する施 設 

  利用料 

・ 多 床室の 場合 （１ 日あた り） 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

6,510 円 7,220 円 7,920 円 8,630 円 9,330 円 

 （別 途加算 あり ） 

（イ） 介護老人保健施設 

入院治 療は必 要な いが 、機能 訓練や 介護 が必 要な方 が入所 する 施設 

利用料 

・ 多 床室の 場合 （１ 日あた り） 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

8,130 円 8,620 円 9,150 円 9,690 円 10,220 円 

（別途 加算あ り） 

（ウ） 介護療養型医療施設 

長期療 養の方 や認 知症 の方が 入所し 、一 般の 病院よ り介護 職員 を手 厚くし た

施設 

利用料 

・ 多 床室の 場合 （１ 日あた り） 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

7,940 円 9,040 円 11,420 円 12,430 円 13,340 円 

（別途 加算あ り） 

※（ア）（イ）（ウ ）に ついて 、 １日 あた りの 利用料 は、施 設及 び職 員の配 置

等によ り異な りま す。 

※（ア）（イ）（ウ ）に ついて 、理美 容代 など の日常 生活費 、食 費及 び居住 費

の全額 が自己 負担 とな ります 。ただ し、 低所 得者の 方は、 食費 及び 居住費

につい て、所 得段 階に 応じて 、負担 上限 を設 け保険 給付さ れま す。 

ウ 介護予防サービス（要支援１・２の方） 

（ア） 訪問サービス  

ａ 介護予防訪問介護  

     ホ ーム ヘル パーが 訪問し 、生 活の 自立を 目的と した 日常 生活上 の支援 や食 事、

入浴、 排せつ の介 護を 行いま す。な お、 通院 等乗降 介助は 利用 でき ません 。 

     利用料 

週１回 程度の 介護 予防 訪問介 護が必 要な 場合（ １月に つき） 12,340 円 

週２回 程度の 介護 予防 訪問介 護が必 要な 場合（ １月に つき） 24,680 円 

週 ２ 回 を 超 え る 程 度 の 介 護 予 防 訪 問 介 護 が 必 要 な 場 合  

（１月 につき ）（注 ） 
40,100 円 

（注） 要支援 ２の み対 象 



119 

ｂ 介護予防訪問看護  

看護師 などが 訪問 し、介護予 防を目 的と した 治療上 の世話 、必 要な 診療の 補

助など を行い ます 。 

利用料 

・ 指 定訪問 看護 ステ ーショ ンの場 合 

20 分未 満（ 夜間・深 夜・早朝 のみ） 2,850 円 

30 分未 満 4,250 円 

30 分以 上１ 時間未 満 8,300 円 

１時間 以上１ 時間 30 分未満 11,980 円 

  （ 別途加 算あ り） 

・ 医 療機関 の場 合 

20 分未 満（ 夜間・深 夜・早朝 のみ） 2,300 円 

30 分未 満 3,430 円 

30 分以 上１ 時間未 満 5,500 円 

１時間 以上１ 時間 30 分未満 8,450 円 

    （別 途加 算 あり） 

   ｃ 介護予防訪問リハビリテーション  

    専門家 が訪 問 し、利用 者が 自分で 行 える体 操やリ ハビ リ（ 機能回 復訓練 ）な

どを指 導しま す。 

    利用料 

１回に つき 3,050 円（ 別途加 算あり ） 

ｄ 介護予防訪問入浴介護  

移動入 浴車な どで 訪問 し、利 用者の でき る範 囲での 入浴の 支援 を行 います｡ 

利用料 

１回に つき 8,540 円（ 別途加 算あり ） 

ｅ 介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯 科医師、薬剤 師、管理 栄養士、歯科 衛生士 などが 訪問 し、介護予 防

を目的 とした 薬の 飲み 方、食 事など の治 療上 の管理 ・指導 をし ます 。 

利用料 

 在宅の 利用者 
居住系 施設 

入居者 等 

医師・ 歯科医 師  月２回 まで 5,000 円 2,900 円 

医療機 関の薬 剤師 月２回 まで 5,500 円 3,850 円 

薬局の 薬剤師 月４回 まで 5,000 円 3,500 円 

管理栄 養士    月２回 まで 5,300 円 4,500 円 

歯科衛 生士等   月４回 目まで 3,500 円 3,000 円 

保健師 ・看護 師 4,000 円 

（別途 加算あ り） 

※居住 系施設 入居 者等 とは、 養護老 人ホ ーム 、軽費 老人ホ ーム 、有 料老人

ホーム 、高齢 者専 用賃 貸住宅 、介護 予防 小規 模多機 能型 居 宅介 護、 介護

予防認 知症対 応型 共同 生活介 護を受 けて いる 方をい います 。 
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（イ） 日帰りで通うサービス 

ａ 介護予防通所介護 

デイサ ービス セン ター などで 食事、 入浴 など のサー ビスや 介護 予防 を目的 と

した機 能訓練 が日 帰り で受け られま す。 

（運動 器の機 能向 上・ 口腔機 能向上 ・栄 養改 善など のメニ ュー が選 べます。） 

利用料 

要支援 １（１ 月に つき ） 22,260 円 

要支援 ２（１ 月に つき ） 43,530 円 

別途加算（１ 月に つき ） 

アクテ ィビテ ィ（ 注） 530 円 

運動器 機能向 上  2,250 円 

栄養改 善 1,500 円 

口腔機 能向上 1,500 円 

（注） アクテ ィビ ティ とは、 集団的 に行 われ るレク リエー ショ ン、 機能訓 練

をいい ます。 

※利用 する施 設の 種類 により 異なり ます 。 

      ※お むつ 代など の日常 生活 費、 食費の 全額が 自己 負担 となり ます。 

ｂ 介護予防通所リハビリテーション 

介護老 人保健 施設 や病 院・診 療所で 、介 護予 防リハ ビリテ ーシ ョン などが 日

帰りで 受けら れま す。 

（運動 器の機 能向 上・ 口腔機 能向上 、栄 養改 善など のメニ ュー が選 べます。）  

利用料 

要支援 １（１ 月に つき ） 24,960 円 

要支援 ２（１ 月に つき ） 48,800 円 

別途加算（１ 月に つき ） 

運動器 機能向 上 2,250 円 

栄養改 善 1,500 円 

口腔機 能向上 1,500 円 

※利用 する施 設の 種類 により 異なり ます 。 

      ※お むつ 代など の日常 生活 費、 食費の 全額が 自己 負担 となり ます。 

（ウ） 施設への短期入所サービス 

ａ 介護予防短期入所生活介護 

介護老 人福祉 施設 （特 別養護 老人ホ ーム ）な どに短 期間入 所し て、 食事、 入

浴、排 せつな どの 介護 や介護 予防を 目的 とし た機能 訓練が 受け られ ます。 

  利用料 

・ 介 護老人 福祉 施設[併設型 多床 室]の 場合 （１日 あたり ） 

要支援 １ 5,140 円 

要支援 ２ 6,330 円 

（送迎 片道 1,840 円な どの別 途加算 あり ） 

※１日 あたり の利 用料 は、施 設及び 職員 の配 置等に より異 なり ます 。 
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※ 理 美 容 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 滞 在 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 

 （ た だ し 、 低 所 得 の 方 は 、 食 費 と 滞 在 費 に つ い て 所 得 段 階 に 応 じ 負 担 上 限 を

設け保 険給付 され ます 。） 

ｂ 介護予防短期入所療養介護 

介護老 人保健 施設 など に短期 間入所 して、看 護・医学 的な 管理の 下 での介 護、

介護予 防を目 的と した 機能訓 練など が受 けら れます 。  

 利用料 

・ 介 護老人 保健 施設[多床室]の場 合（ １日 あたり ） 

要支援 １ 6,310 円 

要支援 ２ 7,850 円 

（送迎 片道 1,840 円な どの別 途加算 あり ）  

※１日 あたり の利 用料 は、施 設及び 職員 の配 置等に より異 なり ます 。 

   ※ 理 美 容 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 滞 在 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 

 （ た だ し 、 低 所 得 の 方 は 、 食 費 と 滞 在 費 に つ い て 所 得 段 階 に 応 じ 負 担 上 限 を

設け保 険給付 され ます 。） 

（エ） 介護予防福祉用具の貸与・購入や介護予防住宅の改修 

ａ 介護予防福祉用具貸与 

貸し出 しの対 象と なる 福祉用 具は、 原則 とし て次の ４種類 です 。 

① 手 すり 

② ス ロ ープ 

③ 歩 行器 

④ 歩 行補助 杖 

ｂ 介護予防福祉用具購入費の支給 

保険の 対象と なる もの は、次 の５種 類で す。 

① 腰 掛便座 

② 特 殊尿器 

③ 入 浴補助 用具 

④ 簡 易浴槽 

⑤ 移 動用リ フト の吊 り具の 部分 

※要支 援状態 区分 にか かわら ず、利 用で きる 上限額 は同一 年度 10 万円で 、

県 知 事 が 指 定 し た 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 事 業 者 か ら 購 入 し た も の が 対

象です｡ 

※購入 費用 をい った ん 全額支 払っ てい ただ き 、申請 後、 保険 対象 額 の９割 が

支給さ れます 。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係（内 線 354・355） 

ｃ 介護予防住宅改修費の支給 

保険の 対象と なる もの は、次 の６種 類で す。 
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① 手 すりの 取付 け 

② 段 差の解 消 

③ 滑 りの防 止及 び移 動の円 滑化等 のた めの 床材の 変更 

④ 引 き戸等 への 扉の 取替え 

⑤ 洋 式便器 等へ の便 器の取 替え 

⑥ そ の他こ れら の住 宅改修 に付帯 して 必要 になる 工事 

※要支 援状態 区分 にか かわら ず、利 用で きる 上限額 は住所 地の 住居 につき 20

万円（ 原則１ 回限 り） です。 

※工事 着工前 に申 請が 必要で す。 

※工事 完了 後、 改修 費 用をい った ん全 額支 払 ってい ただ き、 必要書 類を提 出

後、保 険対象 額の ９割 が支給 されま す。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係（内 線 354・355） 

（オ） その他 

ａ 介護予防特定施設入居者生活介護 

有 料 老 人 ホ ー ム な ど で 介 護 予 防 を 目 的 と し た 日 常 生 活 上 の 支 援 や 機 能 訓 練

などの サービ スが 受け られま す。 

利用料（１日 あた り）  

要支援 １ 2,030 円 

要支援 ２ 4,690 円 

 （別 途加算 あり ） 

※１日 あたり の利 用料 は、職 員の配 置に より 異なり ます。 

※ お む つ 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 居 住 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 

エ 地域密着型サービス 

（ア） 複合的なサービス  

ａ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護  

      通い を中 心とし ながら 訪問 や宿 泊を組 み合わ せて 食事 、入浴 、排せ つな どの

介護や 支援が 受け られ ます。 

      利用料（ １ 月あ たり） 

要支援 １     44,690 円 要介護 ３ 232,860 円 

要支援 ２ 79,950 円 要介護 ４ 255,970 円 

要介護 １ 114,300 円 要介護 ５ 281,200 円 

要介護 ２ 163,250 円  

 （別 途加算 あり ） 

※ お む つ 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 、 宿 泊 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。 

（イ） 日帰りで通うサービス  

ａ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護  

    認知 症の 高齢 者が食 事、入浴、排せ つなど の介護 や支 援、機能訓 練を日 帰り

で受け られま す。 
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    利用料 

・ 旧 単独型 （６ 時間 以上８ 時間未 満） の場 合 （１ 日あた り） 

要支援 １     8,350 円 要介護 ３ 11,750 円 

要支援 ２ 9,340 円 要介護 ４ 12,800 円 

要介護 １ 9,670 円 要介護 ５ 13,840 円 

要介護 ２ 10,710 円  

（別途 加算あ り） 

※１日 あたり の利 用料 は、施 設の種 類に より 異なり ます。 

※おむ つ代な どの 日常 生活費 、 食費 の全 額が 自己負 担とな りま す。  

（ウ） グループホーム 

   ａ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  

    認知 症の 高齢 者が共 同で生 活し 、食 事、入浴 、排 せつ など の介護 や支援 、機

能訓練 が受け られ ます 。 

利用料（１ 日 あた り）                 （別 途 加算あ り）  

要支援 ２ 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

8,310 円 8,310 円 8,480 円 8,650 円 8,820 円 9,000 円 

   ※１日 あた りの 利用料 は、施 設及 び職 員の配 置等に より 異な ります 。 

※おむ つ代・ 理美 容代 などの 日常生 活費 、食 費と居 住費の 全額 が自 己負担 と

なりま す。 

※要支 援１ の 方は ご利 用にな れませ ん。 

（エ） 訪問サービス  

ａ 夜間対応型訪問介護 

     ヘ ルパ ーに よる夜 間の定 期巡 回や 、緊急時 に対 応でき る ように 24 時 間態勢 で

の随時 訪問を 行い ます 。  

利用料            （ 別途 加算 あり）  

１月に つき 10,000 円 

定期巡 回型（ １回 につ き） 3,810 円 

※要支 援１・ ２の 方は 利用で きませ ん。 

（オ） 小規模施設系サービス  

ａ 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護 

  つ ねに介 護が 必要 で自宅 では介 護が 出来 ない 方 を対象 とし て、定員 30 人未 満

の小 規 模 な 施 設 で 食 事 、 入 浴 、 排 せ つ な ど の 介 護 や 健 康 管 理 を 受 け ら れ ま す 。 

利用料 

・ ユ ニット 型個 室（ １日あ たり） 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

6,690 円 7,400 円 8,100 円 8,810 円 9,410 円 

      （別 途加 算あり ） 

       ※理 美 容代な どの日 常生 活費 、食費及 び居 住費の 全 額が自 己負担 とな りま す。
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た だ し、 低 所 得 者 の方 は 、 食事 と 居 住 費 につ い て 所得 に 応 じ て 負担 上 限を

設け保 険給付 され ます 。 

※要支 援１・ ２ の 方は ご利用 になれ ませ ん。 

ｂ 地域密着型特定入居者生活介護  

   定員 30 人未 満 の小規 模な介 護専 用の 老人ホ ームな どで、食 事、入浴、排せ つ

などの 介護や 機能 訓練 が受け られま す。 

利用料 

（１日 あたり ） 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 

5,710 円 6,410 円 7,110 円 7,800 円 8,510 円 

（別途 加算あ り） 

※職員 の配置 によ り異 なりま す。 

※ お む つ 代 な ど の 日 常 生 活 費 、 食 費 と 居 住 費 の 全 額 が 自 己 負 担 と な り ま す 。  

※要支 援１・ ２の 方は ご利用 になれ ませ ん。 

オ その他 

（ア） 利用者負担額の減額  

利用者 負担 段 階 負担限 度額（ 日額 ） 

区分 対象者 区分 居住費(滞在 費) 食費 

第１段 階 

・ 市 民 税 世 帯 非 課 税 で

老 齢 福 祉 年 金 を 受 給 さ

れてい る方 

・生活 保護受 給者 の 方 

ユ ニ ッ ト 型 個 室   820 円 

300 円 
ユニッ ト型準 個室 490 円 

従来型 個室 注）   320 円 

多床室 0 円 

第２段 階 

・ 市 民 税 世 帯 非 課 税 で

前 年 の 合 計 所 得 金 額 と

課 税 年 金 収 入 額 の 合 計

が 80 万 円以 下の方 

ユ ニ ッ ト 型 個 室 820 円 

390 円 
ユニッ ト型準 個室 490 円 

従来型 個室 注）   420 円 

多床室 320 円 

第３段 階 

・ 市 民 税 世 帯 非 課 税 で

上記第 ２段階 以外 の方 

ユ ニ ッ ト 型 個 室 1,640 円 

650 円 
ユニッ ト型準 個室 1,310 円 

従来型 個室 注）   820 円 

多床室 320 円 

第４段 階 ・上記 以外の 方  負担限 度額な し 

   注）介 護老 人保 健施設 および 介護 療養 型医療 施設は 、第１段 階・第２段 階は 日額 490

円、第 ３段階 は日 額 1,310 円 です 。 

※施設 サービ スで の居 住費(滞 在費)や食 費が 所得段 階に応 じて 減額 されま す。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係 （ 内線 354・355） 

（イ） 高額介護サービス費 

介護サ ービス を利 用し た場合 の月々 の利 用者 負担（ １割負 担額 ）が 高額で ある

ときは 、所得 等に 応じ て次の 表を超 えた 金額 につい て保険 から 払い 戻しま す。 

施設サ ービス での 居住 費･食費 ・日 常生活 費 等は対 象にな りま せん 。 
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区  分 世帯の上限額  個人の上限額  

生活保 護受給 者の 方                月額 15,000 円 月額 15,000 円 

世帯全 員が 

市民税 非課税 

老齢福 祉年金 受給 者の 方 月額 24,600 円 月額 15,000 円    

前 年 の 合 計 所 得 金 額 と 課 税 年 金 収 入

額の 合 計が 80 万円 以 下の方 
月額 24,600 円 月額 15,000 円 

前 年 の 合 計 所 得 金 額 と 課 税 年 金 収 入

額の 合 計が 80 万円 を 超える 方 
月額 24,600 円 月額 24,600 円 

市民税 課税世 帯の 方                  月額 37,200 円 月額 37,200 円 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係（内 線 354・355） 

（ウ） 高額医療・高額介護合算療養費制度 

同じ医 療保険 の世 帯内 で、１ 年間の 医療 保険 と介護 保険の 自己 負担 額合計 が世

帯の限 度額を 超え た場 合、そ の超え た額 を医 療保険 と介護 保険 それ ぞれか らあん

分して 支 給さ れま す。 

ただし 、自己 負担 額の 合計か ら自己 負担 限度 額を差 し引い たと き、500 円 以上

となる 場合に 支給 され ます。 

合算した場合の限度額 年額（毎年 ８月 １日 から翌 年７ 月 31 日 ま で） 

所得区 分 75 歳以 上の 方 70～74 歳の 方 70 歳未 満の 方 

現役並 み所得 者 67 万円 67 万円 126 万 円 

一  般 56 万円 56 万円 67 万円 

低所得 者 
Ⅱ 31 万円 31 万円 

34 万円 
Ⅰ 19 万円 19 万円 

申請方法 

国民健 康保険 ・後 期高 齢者医 療制度 加入 の方 は、該 当者に 申請 書が 送付さ れま

すので 、窓口 サー ビス 課 に申 請書を 提出 して くださ い。 

その他 の医療 保険 加入 の方は 、高齢 介護 課で 「介護 保険自 己負 担額 証明書 」の

交付を 受けて 、医 療保 険の担 当窓口 に支 給申 請して くださ い。 

カ 居宅サービス等の限度額 

居宅サ ービス ・介 護予 防サー ビス・ 地域 密着 型サー ビスの 場合 は、 下表の 利用

限度額 の範囲 内で サー ビスを 利用す ると 自己 負担は 原則と して １割 ですが 、限度

額を超 えた場 合に は、 超えた 分の全 額が 自己 負担と なりま す。 

なお、 居宅 （介 護予 防 ）療養 管理 指導 、居 宅 介護（ 介護 予防 ）福 祉 用具の 購入

費、居 宅介 護（ 介護 予 防）住 宅改 修費 、特 定 施設入 居者 生活 介 護 、 介護予 防特定

施設入 居者 生活 介護 、 地域密 着型 特定 施設 入 居者生 活介 護、 認知 症 対応型 共同生

活介護（短 期利 用を 除 く）、介護 予防認 知症 対 応型共 同生活 介護（ 短 期利用 を除く ）、

地域密 着型介 護老 人福 祉施設 入所者 生活 介護 は別枠 になり ます 。 
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区 分 利用限 度額 自己負 担額 

要支援 １ 49,700 円 4,970 円 

要支援 ２ 104,000 円 10,400 円 

要介護 １ 165,800 円 16,580 円 

要介護 ２ 194,800 円 19,480 円 

要介護 ３ 267,500 円 26,750 円 

要介護 ４ 306,000 円 30,600 円 

要介護 ５ 358,300 円 35,830 円 

※自己 負担額 は、利用 限度額 上限ま でサ ービ スを利 用した 場合 のひ と月間 の金額

です。（ 利用 限度額 の １割） 

 

（４） 地域支援事業について  

要支援 ・要介 護状 態に なるこ とを予 防す ると ともに 、介護 状態 等に なった 場合に お

いても 、可能 な限 り地 域で自 立した 日常 生活 を営む ことが でき るよ う支援 します 。  

ア 事業内容  

（ア） 介護予防事業  

   要介 護状 態等 と なるお それ の高 い生 活 機能低 下が 疑わ れる 方 を把握 し、 介護

予防サ ービス の参 加を 促進し ます。 

ａ 介 護予防 事 業 対象 者（65 歳以上 の介 護 認定を 受けて いな い方 ）の選 定（ス

クリー ニング ）を 実施 します 。 

・生活 機能 評価 （介護 予防の ため の生活 元気 度チェ ック 等）に おい て、対 象者

を把握 します 。 

特定高齢者の把握状況等               平 成 23 年 ３月 31 日現 在 

高齢者人口 
65 歳 以 上

3 月末現在 

要介護・

要 支 援

認 定 等

を 除 く

（※１ ） 

基本チェックリスト 特定高 齢者候 補者 生活機 能検査 

実施数 
※１に対する

回 収 率 

候補者 

（※２ ） 

※１に対する

該 当 率 
受 診 者 数 

※２に対する

受診票 

36,827 30,734 22,068 71.8 5,632 18.3 2,316 41.1 

     ｂ ａ の結 果を踏 まえ、 要支 援・ 要介護 になる おそ れの 高い高 齢者を 対象 に、

実施担 当者が 個別 に介 護予防 の計画 を立 て実 施しま す。 

・通所 により 実施 され るもの →「運 動器 の機 能向上」「口 腔機能 向 上」 

（元気 アップ 教室 ）     ｢低栄 養改 善｣ 

・訪問によ り実 施され るもの → 「う つ予防 」「認 知症 予防」「閉 じ こもり 予防」 

通所型介護予防事業：元気アップ教室参加者総数   平 成 23 年３ 月 31 日 現在 

介護予 防特 定 高齢

者施策 への参加者数 
運動器 の機能 向上 口腔機 能の向 上 栄養改 善 

165 150 142 3 

ｃ 一 定期間 後に 、プ ログラ ム等の 効果 がど のくら いあっ たの かを 評価し ます。 
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  （イ） 包括的支援事業  

     ・介 護予防 マネジ メント 事業（上 記（ ア ）の介 護予 防サ ービス のマネ ジメ ント ） 

     ・ 総合 相談 ・支援 事業（ 地域 の高 齢者の 実態把 握、 介護 保険以 外の生 活支 援サ

ービス の調整 、権 利擁 護事業 等） 

     ・ 地域 ケア 支援事 業（支 援困 難事 例に関 するケ アマ ネジ ャーへ の助言 、地 域の

ケアマ ネジャ ーの ネッ トワー クづく り等 ） 

（ウ） その他 

  ・ 介護給 付等 費 用 適正化 事業、 家族 支援 事業等 を行い ます 。 

 

（５） 地域包括支援センターについて  

   地域包括支援センターとは  

社会福 祉士 、保健 師等 、主任 介護 支援専 門員 の３つ の職 種がチ ーム となっ て、 地

域の みな さん が 、住 み なれ た地 域で 介 護保 険 をは じめ とし た さま ざ まな 保健 ・福 祉

サー ビス 、そ の 他の 社 会的 な支 援を 円 滑に 利 用で きる よう 、 総合 的 に支 援し てい く

機関で す。 

ア 主な事業内容  

（ア） 総合相談・虐待防止・権利擁護  

地域住 民の総 合的 な相 談を受 け付け 、関 係機 関との 連携を 図り なが ら必要

な支援 を行い ます。ま た、虐待 防止・早 期発 見や 権 利擁護 につ いて の相談 を

受け付 け、必 要な 機関 につな ぎます 。 

（イ） 介護予防マネジメント  

地域の 高齢者 の方 が、できる かぎり 介護 が必 要とな らない よう に、介護予

防の観 点でひ とり ひと り個別 の計画 を作 成し 、支援 します 。 

（ウ） 地域における包括的・継続的マネジメント  

介護支 援専門 員（ ケア マネジ ャー） への 助言 や指導 などを 行い ます 。 

あら ゆる 職種 との 連携 を図 り、 継続 的な 支援 を行 える よう 、地 域で のネ ット

ワーク を構築 しま す。 

 

（６） 介護保険料の軽減  

ア 第１号被保険者の保険料の軽減 

減免理 由 対象者 の範囲 減免割 合 減免期 間 

１．被 保険 者又は 主た る生
計維持 者が震 災、風水
害、火 災等 の災害 によ
り住宅 、家 財等に 著し
い損害 を受け た場 合 

① 住家の 全壊 、流 出、全 焼又は、
こ れ ら に 類 す る 損 害 を 受 け た
場合 
生活保 護受給 世帯 を除 く 

免除 

当 該 理 由

が 発 生 し

た 日 か ら

１ 年 以 内

とする 

② 住 家 の 半 壊 、 半 焼 又 は こ れ ら
に類す る損害 を受 けた 場合 
生活保 護受給 世帯 を除 く 

1/2 以 内 

③ 住 家 の 床 上 浸 水 又 は こ れ ら に
類する 損害を 受け た場 合 
生活保 護受給 世帯 を除 く 

1/4 以 内 
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減免理 由 対象者 の範囲 減免割 合 減免期 間 

２． 
ア．主 たる 生計維 持者 が

死亡、重大 な障害 、長
期 入 院 に よ り 収 入 が
著しく 減尐し た 場 合 

イ．主 たる 生計維 持者 の
収入が 、事業 の廃 止、
著しい 損失・失業 等に
よ り 著 し く 減 尐 し た
場合 

ウ．主 たる 生計維 持者 の
収 入 が 干 ば つ 冷 害 等
に よ る 農 作 物 の 不 作
に よ り 著 し く 減 尐 し
た場合 

① 当 該 理 由 が 発 生 し た 以 後 の 世
帯 の 実 収 入 額 が 、 生 活 保 護 法
の 規 定 に よ っ て 算 出 さ れ た 基
準額 の 1.2 倍 以下と なった 世
帯 
生活保 護受給 世帯 を除 く 

免除 

当 該 理 由

が 発 生 し

た 日 か ら

１ 年 以 内

とする ② 当 該 理 由 が 発 生 し た 以 後 の 世
帯 の 実 収 入 額 が 、 生 活 保 護 法
の 規 定 に よ っ て 算 出 さ れ た 基
準額の 1.2 倍を 超え 1.3 倍以
下とな った世 帯 
生活保 護受給 世帯 を除 く 

1/2 以 内 

３．そ の他 次 の 条 件 の い ず れ に も 該 当 す る
場合。ただし 、生 活保 護受給 世帯
を除く 。 
① 世 帯 全 員 が 、 市 民 税 非 課 税 で

あるこ と 
② 世 帯 の 直 近 １ 年 間 の 収 入 が 、

生 活 保 護 世 帯 の 基 準 額 と 同 程
度未満 である こと 

③ 市 民 税 が 課 税 さ れ て い る 者
に、扶 養され てい ない こと 

④ 資 産 を 活 用 し て も 、 な お 生 活
が 困 窮 し て い る と 認 め ら れ る
こと 

⑤ 預 貯 金 額 が 一 定 額 を 超 え な い
こと 

① 保 険 料 が
第 １ 段 階
及 び 第 ２
段 階 に 該
当する 方 

1/2 以 内 
② 保 険 料 が

第 ３ 段 階
に 該 当 す
る方 
第 ２ 段 階
に減額 

当 該 申 請

日 の 属 す

る 月 の 初

日 か ら 当

該 申 請 日

の 属 す る

年 度 の 末

日 ま で と

する 

 

（７） 介護保険制度の円滑な実施に向けての特別措置 

ア 所得の低い方に対する利用料の軽減 

 社会 福祉法 人が 提供 する訪 問介護 、通 所介 護、短 期入所 、介 護老 人福祉 施設ほ

か、９ 項目の サー ビス につい て、利 用者 負担 の４分 の１（ 老齢 福祉 年金受 給者は

２分の １）が 軽減 され る場合 があり ます 。 

イ 平成 12 年３月 31 日以前から特別養護老人ホームに入所中の方に対する特例 

 前年 の収入 に応 じて 、利用 料や自 己負 担額 及び食 事及び 居住 費負 担額が 軽減さ

れる場 合があ りま す。 

申請窓口 

高齢介 護課 介護 給付 係 （ 内線 354・355） 

 

（８） 介護保険に関するお問い合わせ・相談・苦情について 

まず最 初に、 担当 のケ アマネ ジャー また は市 高齢介 護課（ 電話 0584-81-4111  

内線 354～360・378・379）に ご相 談くだ さ い。 

内容に よって 次の よう な専門 の機関 が調 査、 指導等 を行い ます 。 
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ア 要介護認定や保険料等、市の処分に対する不服 

岐阜県 介護保 険審 査会 

・ 岐 阜県高 齢福 祉課 介護保 険者担 当 

〈所 在 地〉 〒500-8570 岐 阜市藪 田南 ２丁 目１番 地１ 

〈電話 番号〉 058-272-8296 

   ・ 西 濃振 興局 

〈所 在 地〉 〒503-0838 大 垣市江 崎町 422 番地３ 西濃 総合 庁舎 

〈電話 番号〉 0584-73-1111 

イ サービスへの苦情 

岐阜県 国民健 康保 険団 体連合 会 

〈所 在 地〉 〒500-8385 岐 阜市下 奈良 ２丁 目２番 １号  

岐阜県 福祉・ 農業 会館 内  

〈電話 番号〉 058-275-9826 

ウ 事業者の指定基準違反 

・ 岐 阜県高 齢福 祉課 介護事 業者担 当 

〈所 在 地〉〒500-8570 岐阜 市藪田 南２丁 目１ 番地 １ 

〈電話 番号〉 058-272-8298 

・ 西 濃振興 局 

〈所 在 地〉〒503-0838 大垣 市江崎 町 422 番地 ３ 西濃総 合庁舎 

〈電話 番号〉 0584-73-1111 

エ 大垣市内の地域包括支援センター 

・ 大 垣市地 域包 括支 援セン ター   

担当地 区 ： 安 井・ 川並・ 洲本・ 浅草 

〈所 在 地〉〒503-8601 大垣 市丸の 内２丁 目 29 番 地 

（大垣 市役所 高齢 介護 課内） 

〈電話 番号〉 0584-82-1166 

・ 地 域包括 支援 セン ター大 垣市社 会福 祉協 議会 

担当地 区 ： 興 文・ 東・西 ・南・ 北・ 赤坂 ・青墓 ・宇留 生・ 静里 ・南杭 瀬 

〈所 在 地〉〒503－0922 大 垣市馬 場町 124 番 地（ 大垣市 総合福 祉会 館内 ） 

〈電話 番号〉 0584-77-2255    

担当地 区 ： 中 川・ 和合・ 三城・ 墨俣 

〈所 在 地〉〒503－0807 大 垣市今 宿５ 丁 目１ 番地 ４ 

（在宅 福祉サ ービ スス テーシ ョン内 ） 

〈電話 番号〉 0584-84-7111 

担当地 区 ： 上 石津 ・綾里 ・荒崎 ・日 新 

〈所 在 地〉〒503－1602 大 垣市上 石津町 牧田4690番地 ２ 

（上石 津デイ サー ビス センタ ー内） 

〈電話 番号〉  0584-48-0062 
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７ 介護保険の実績  

 

（１） 所得段階別被保険者数 

（単位 ：人） 

区分 
年度 

1 段 階 2 段 階 3 段 階 4 段 階 5 段 階 6 段 階 計 

平成 20 年度末 310 4,563 3,060 13,079 9,368 5,598 35,978 

平成 21 年度末 

1 段 階 2 段 階 3 段 階 4 段 階 5 段 階 6 段 階 7 段 階 8 段 階 9 段 階 計 

334 4,675 3,253 8,254 4,976 4,615 4,996 2,861 2,736 36,700 

平成 22 年度末 

1 段 階 2 段 階 3 段 階 4 段 階 5 段 階 6 段 階 7 段 階 8 段 階 9 段 階 計 

359 4,832 3,597 7,990 5,147 4,706 5,029 2,722 2,459 36,841 

 

（２） 要介護（要支援）認定者数  

（単位 ：人） 

区 分 
年 度 

要 支 援
１ 

要 支 援
２ 

要 介 護
１ 

要 介 護
２ 

要 介 護
３ 

要 介 護
４ 

要 介 護
５ 

計 

平 成 20 年 度 末 539 678 622 1,079 1,085 833 789 5,625 

平 成 21 年 度 末 567 701 766 1,074 1,027 932 834 5,901 

平 成 22 年 度 末 557 774 806 1,214 1,001 931 895 6,178 

 

（３） 居宅介護（介護予防）サービス受給者数（延べ）  

（単位 ：人） 

区 分 
年 度 

要 支 援
１ 

要 支 援
２ 

経過的要介護 
(要支援) 

要 介 護
１ 

要 介 護
２ 

要 介 護
３ 

要 介 護
４ 

要 介 護
５ 

計 

平 成 20 年 度 4,206 5,440 2 4,929 9,228 7,458 5,172 2,993 39,428 

平 成 21 年 度 4,107 5,735 0 5,750 9,670 7,940 5,422 3,286 41,910 

平 成 22 年 度 3,992 6,345 0 6,847 10,312 7,823 5,838 3,920 45,077 

 

（４） 地域密着型（介護予防）サービス受給者数（延べ）  

（単位 ：人） 

区 分 
 
年 度 

要 支 援
１ 

要 支 援
２ 

経過的要介護 
(要支援) 

要 介 護
１ 

要 介 護
２ 

要 介 護
３ 

要 介 護
４ 

要 介 護
５ 

計 

平 成 20 年 度 12 67 0 618 935 1,614 1,018 491 4,755 

平 成 21 年 度 12 26 0 688 931 1,661 1,118 480 4,916 

平 成 22 年 度 2 17 0 749 1,056 1,607 1,257 612 5,300 
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（５） 施設介護サービス受給者数（延べ）  

（単位 ：人） 

区分 
年度 

介護老 人福祉 施設 介護老 人保健 施設 介護療養型医療施設 計 

平 成 20 年 度 7,240 4,776 226 12,242 

平 成 21 年 度 7,264 4,776 253 12,293 

平 成 22 年 度 7,397 4,863 247 12,507 

 

（６） 介護保険事業運営状況  

 

区   分 
平成 20 年度 

決算額 
平成 21 年度 

決算額 
平成 22 年度 
決算見 込額 

第１号 被保険 者数 （年 間平均 ） （人） 35,520 36,400 36,795 

 

 

保険料 （千円 ） 1,832,341 1,870,082 1,905,740 

国庫支 出金 （千円 ） 1,957,130 2,019,033 2,125,007 

支払基 金交付 金 （千円 ） 2,563,076 2,640,592 2,829,691 

県支出 金 （千円 ） 1,324,657 1,322,689 1,386,388 

繰入金 （千円 ） 1,248,242 1,363,984 1,418,998 

その他 （千円 ） 784,058 984,504 955,832 

（Ａ） 収入計 （千円 ） 9,709,504 10,200,884 10,621,656 

 

総務費 （千円 ） 388,649 316,392 257,879 

保険給 付費 （千円 ） 8,149,562 8,754,410 9,323,290 

財政安 定化基 金拠 出金 （千円 ） 9,004 0 0 

地域支 援事業 費 （千円 ） 180,063 175,594 162,554 

（Ｂ） 支出計 （千円 ） 8,727,278 9,246,396 9,743,723 

収支過 不足額 （Ａ －Ｂ ） （千円 ） 982,226 954,488 877,933 
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